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はじめに 

 

三重県では、平成 18年をピークに飲酒運転事故や飲酒運転違反者は減少して 

いましたが、平成 25 年の飲酒運転違反件数は 665 件、飲酒運転事故件数は 63 

件で、法律による厳罰化が進み飲酒運転に対する社会的非難が高まっているに 

もかかわらず、減少のペースは鈍化しています。 

警察庁の「常習飲酒運転者に講ずべき安全対策に関する調査研究報告書」 

（平成 21年 3月）によると、飲酒運転違反者の 57．6パーセントが再犯者であ 

り、また、飲酒運転違反者の 32．2 パーセント、再犯者の 40．2 パーセントに 

アルコール依存症の疑いがあるとされています。 

こうした状況をふまえ、飲酒運転の根絶のためには、公務に携わる者が率先 

して取り組むことはもちろん、県民一人ひとりが飲酒運転は大切な命を奪う重 

大な事故に直結する危険な行為であることを深く認識するとともに、「飲酒運転 

は絶対しない、させない、許さない」という強い自覚を持って取り組まなけれ 

ばなりません。 

このため、平成 25年 7月に、「三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす条例」（以下「条例」 

という。）を施行し、県の責務、県民や事業所の努力といった各主体の役割を明 

らかにして、規範意識の定着と飲酒運転の再発防止という基本方針の下に、飲 

酒運転のない社会づくりを決意したところであり、県、県民等が一致協力し、 

飲酒運転を根絶するための取組を推進していく必要があります。 

この年次報告書は、条例第６条第４項の規定に基づき、県等が行う施策の実 

施状況についてとりまとめ、公表を行うことで県内の飲酒運転の状況と飲酒運 

転根絶に向けた取組を県民の皆さんにより良く理解してもらい、現状と課題に 

対する共通認識を持つことにより、今後の施策へ反映していこうとするもので 

す。 

 

【条例第６条第４項】（年次報告） 

 知事は、毎年一回、基本計画に基づく施策の実施状況について議会に報告す 

るとともに、これを公表しなければならない。 
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２ 基本方針の取組（成果と課題） 

（１）飲酒運転防止のための取組 

ア 飲酒運転防止意識の普及 

    三重県交通対策協議会（122 機関団体で構成）の「三重県交通安全県 

民運動実施要綱」には、重点目標の一つに「飲酒運転の根絶」を掲げ、 

四季の交通安全運動をはじめ、各機関・団体による各種の交通安全啓発 

活動、マスメディア等を活用した広報啓発、飲酒運転取締り、ハンドル 

キーパー運動の普及など様々な手段方法で飲酒運転防止意識の普及を行 

いました。 

  イ 広報啓発活動の推進 

    県は、飲酒運転の根絶をめざすための広報啓発活動の一環として、飲 

   酒運転０
ゼロ

をめざす啓発事業を実施しました。この取組では、「飲酒運転は 

絶対しない、させない、許さない」という規範意識の定着と飲酒運転の 

再発防止を目的として、県内各地の大型集客施設や大学において、キャ 

ンペーンを実施し、「STOP! 飲酒運転 in みえ」のスローガンの展開、飲 

酒運転０
ゼロ

メッセージの募集活動を通じた広報啓発活動を行いました。 

その他、ラジオ放送やテレビ放送を活用した広報啓発活動、啓発用ポ 

スター・チラシの配布のほか、四季の交通安全運動に合わせた広報啓発 

活動を行いました。 

 

《平成 27 年度の主な広報啓発事業》 

○ メイン行事 

① 飲酒運転０
ゼロ

をめざす啓発事業「リレーイベント開始宣言」 

開 催 日：平成 27 年７月 11 日（土） 

開催場所：三重県総合博物館（みえむ） 

内    容：キャンペーンとメッセージ運動のスタート企画 

参 加 者：約 200 名 

※ 夏の交通安全県民運動出発式において実施 

② 飲酒運転０
ゼロ

をめざす推進運動の日 街頭キャンペーン 

開 催 日：平成 27 年 12 月１日（火） 

開催場所：近鉄江戸橋駅改札口前広場 

内    容：飲酒運転０
ゼロ

をめざす推進運動の日（12 月１日）の広報 

チラシ・啓発物品を配布 

     参 加 者：約 400 名 

実 施 者：三重県、三重県警察、三重県交通安全協会 

③ 三重県交通安全県民大会 

開 催 日：平成 27 年 12 月５日（土） 

開催場所：三重県総合文化センター 多目的ホール 

内    容：交通安全功労者表彰式、飲酒運転０
ゼロ

メッセージの紹介等 

参 加 者：約 400 名 
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    運転根絶の啓発ポスターを掲示しました。また、県は、三重県小売酒 

    販組合連合会と連携し、酒類販売管理研修の受講者に対して、事業者 

    による飲酒運転防止を呼びかけました。 

［課題］ 

     平成 19 年９月から施行された改正道路交通法の罰則強化を受け、県 

    内の飲酒運転は減少したものの、依然として飲酒運転が後を絶たず、 

    近年は飲酒運転違反者が増加傾向にあることから、飲酒運転の根絶の 

    ためには、さらなる飲酒運転防止意識の普及・定着が必要です。 

  

（２）教育機関等による教育 

  ア 段階的かつ体系的な飲酒運転防止教育の推進 

   ・ 三重県教育委員会は、学校区分ごとに開催された保健体育担当者研 

究協議会において、条例の内容や趣旨について説明し、学校における 

飲酒運転根絶に関する教育の必要性を伝え、教科体育・保健体育にお 

ける保健の学習等において、飲酒運転の根絶に関連する指導が行われ 

ました。 

   ・ 関係機関・団体が実施する各種の交通安全講習会、イベント等にお 

いては、飲酒運転の防止についての講習、広報啓発に努めました。 

イ 免許を取得する若年者に対する飲酒運転防止教育の推進 

   ・ 運転免許講習実施機関では、運転免許取得時講習、初心運転者講習 

    において、若年者に向けた飲酒運転防止教育を実施しました。 

     また、三重県小売酒販組合連合会は県内の９大学、短期大学の新入 

    生に対して未成年者飲酒防止・適正飲酒に関する冊子配布による飲酒 

    運転防止啓発活動を実施しました。 

［課題］ 

将来にわたって飲酒運転の根絶をめざすには、幼少期から発達段階 

    に応じた「飲酒とアルコール問題」に関する教育を実施することによ 

    り、飲酒が身体に及ぼす影響に関する基本的知識の理解・習得と、そ 

    の後の段階的な飲酒運転防止教育の実施により、飲酒運転防止意識を 

定着していく必要があります。 

 

（３）飲酒運転の再発防止のための措置 

  ア 飲酒運転の再発防止に関する普及啓発活動 

        県に設置した「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」では、専門の相 

談員が、飲酒運転違反者及び家族等からの「アルコール依存症に関する 

受診義務」に伴う相談や要望に対して、積極的な情報提供を行い、受診 

義務の履行につなげました。 

  イ 飲酒運転の再発防止のための運転者教育の推進 

    三重県警察は、飲酒運転による運転免許の取消し・停止の行政処分の 

早期執行に努め、取消処分者講習、停止処分者講習において飲酒運転防 
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   イ アルコール依存症及び多量飲酒者の早期発見、早期受診のための取組 

・ 県は、アルコール依存症に関する受診に対して、専門的な検査を行 

う医療機関を、前年度指定の26機関から33機関へ増設し、受診しやす 

い環境づくりの構築に努めました。 

   ・ 三重県警察は、運転免許取得・更新時に受理する質問票に基づき、 

個別聴取を行い、アルコール依存症の把握と、申告がある申請者に対 

して、医療機関での受診を助言しました。また、飲酒運転により運転 

免許停止処分を受けた者に対しては、免許証返還時に条例の規定に基 

づく受診を促しました。 

 そのほか、平成27年度の取消処分者講習の飲酒講習受講者264人に対 

して、アルコール・スクリーニングテストを実施し、アルコール依存 

程度を自覚させた飲酒者対策を実施しました。 

・ 三重断酒新生会は、県下各地に酒害相談員を配置し、電話相談窓口 

により、アルコール依存症及び飲酒運転に関する相談への対応等、断 

酒継続のための酒害についての理解の促進等、医療機関やその他支援 

機関が担えない部分の補完に努めました。 

［課題］ 

 県が平成26年度に実施した「指定医療機関で受診した飲酒運転違反 

者の状況調査」の結果から、アルコール依存症の飲酒運転違反者が24％、 

    アルコール依存症の疑いまたはアルコール乱用の飲酒運転違反者が 

    37％と、受診した飲酒運転違反者の約6割にアルコール依存症またはそ 

の疑いがあることが明らかとなっていることから、早期受診を促して 

治療につなげることにより、アルコール依存症等からの回復を図るこ 

とが飲酒運転防止と再発防止に効果が高いと考えられます。 

  そのため、飲酒運転違反者の受診義務については、毎月着実に通知 

を行い、飲酒運転違反者や家族からの相談を受けつつ、受診につなげ 

ていく必要があります。 

 しかしながら、現状では受診率が５割未満であることから、さらに 

受診につなげるために、条例の趣旨、アルコール依存症に関する正し 

い知識の普及や受診しやすい環境整備を推進する必要があります。 

 

第５ 第２次三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす基本計画に基づく今後の取組 

   未だに飲酒運転が後を絶たないため、引き続き、規範意識の定着及び再 

発防止という観点からの取組を中心とした「第 2 次三重県飲酒運転０
ゼロ

をめ 

ざす基本計画」（計画期間平成 28 年度から平成 32 年度まで）に基づき、飲 

酒運転０
ゼロ

をめざす運動」を推進していきます。 

 

１ 規範意識の定着 

（１）飲酒運転防止のための取組 

飲酒運転の根絶のため、四季の交通安全運動、飲酒運転０
ゼロ

をめざす啓発 
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事業における飲酒運転０
ゼロ

メッセージの募集活動、その他、マスメディア、 

ＳＮＳ等を活用した広報啓発活動を推進してまいります。 

また、「飲酒運転０
ゼロ

をめざす運動」の現在のメインスローガンは、「STOP! 

  飲酒運転 in みえ」ですが、これにつづくサブスローガンを県民から募集 

  し、平成 29 年から５年継続して使用する新たなスローガンを作成・展開し 

  ていきます。 

新スローガンの下では、県が検討・実施していく飲酒運転０
ゼロ

宣言事業所 

の認証・公表など、事業所等における自主的な取組の推進に向けて、多く 

の県民、関係機関団体との連携を図りながら、県民総ぐるみの「飲酒運転０
ゼロ

 

をめざす運動」を広げ、規範意識の定着に努めてまいります。 

（２）教育機関等による教育の普及 

将来にわたって飲酒運転の根絶をめざすため、小学校から高等学校、そ 

して飲酒を始める時期にある若者が集う大学においても、飲酒運転防止教 

育が継続して行われるよう働きかけを行ってまいります。 

 

２ 飲酒運転の再発防止 

（１）飲酒運転の再発防止のための措置 

飲酒運転の再発防止に向けて、「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」 

  による飲酒運転違反者や家族等からの相談に対して、アルコール依存症に 

  関する受診義務の履行を促すほか、飲酒運転防止意識の普及・定着に向け 

た適切な助言指導に取り組んでいきます。 

 また、講習実施機関に対しては、講習指導員に対する飲酒運転防止教育 

の徹底に関する指導の継続を働きかけ、飲酒運転を行った違反者の規範意 

識醸成を図ります。 

 

（２）飲酒運転違反者の受診義務とアルコール依存症及び多量飲酒者対策 

   飲酒運転につながるおそれが十分にあるアルコール依存症の早期発見の 

ため、広く県民に対してアルコール依存症に関する正しい知識の普及を図 

るとともに、家族や事業所などの周囲の者が適切に対応できるよう対応方 

法の周知に努めてまいります。 

 「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」においては、飲酒運転違反者及 

び家族等に対する適切な助言指導で受診義務の履行を促すほか、保健所等 

においては、アルコール依存症に関する相談を受理した場合に、アルコー 

ル専門医療機関へつなげるなどの支援を行うことなどにより、アルコール 

依存症の早期治療へつなげていきます。 

また、受診しやすい環境を整えるため、指定医療機関の追加や、アルコ 

ール健康障害の正しい知識の普及、理解促進を行うなど、この取組の効果 

的な推進に向けて、医療機関、自助グループ等の関係機関・団体との連携 

を密にして、広く県民に飲酒運転とアルコール関連問題の知識の普及・啓 

発に努めてまいります。 
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 そのほか、アルコール健康障害対策基本法（平成 26 年６月施行）に基づ 

く「三重県アルコール健康障害対策推進計画（仮称）」を策定し、アルコー 

ル関連問題の解決・予防に向けて事業者、医療機関、行政機関との連携を 

図り、総合的かつ計画的な取組を進めていきます。 



 

 

 

第６ 

平成 27年度中の「三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす基本計画」 

の具体的な取組状況 

 

 

 「三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす基本計画」の体系 

 

  Ⅰ 飲酒運転防止のための取組 

 

  Ⅱ 教育機関等による教育 

 

  Ⅲ 飲酒運転の再発防止のための措置 

 

  Ⅳ 飲酒運転違反者の受診義務とアルコール依存症及び多量飲酒者対策 

 

  Ⅴ 総合的かつ計画的に施策を推進するしくみづくり 

 

 

（注）第６ 平成 27年度中の「三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす基本計画」の 

具体的な取組状況に記載した推進機関名は、略称で記載しています。 

推進機関の正式名称は、41ページの参考資料に記載しました。 
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参考資料 

 

 ○ 飲酒運転０
ゼロ

をめざす部会の構成 

   「三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす基本計画」に基づき、三重県交通対策協議 

会に設置した「飲酒運転０
ゼロ

をめざす部会」は、下記の推進機関で構成され 

ています。 

番号 推 進 機 関 名 

 

１ 

 

三重県環境生活部くらし・交通安全課 

 

２ 

 

三重県健康福祉部障がい福祉課 

 

３ 

 

三重県教育委員会事務局保健体育課 

 

４ 

 

三重県警察本部交通部交通企画課 

 

５ 

 

国土交通省中部運輸局三重運輸支局 

 

６ 

 

一般財団法人三重県交通安全協会 

 

７ 

 

一般社団法人三重県自家用自動車協会 

 

８ 

 

一般社団法人三重県安全運転管理協議会 

 

９ 

 

一般社団法人三重県指定自動車教習所協会 

 

10 

 

一般社団法人三重県タクシー協会 

 

11 

 

一般社団法人三重県トラック協会 

 

12 

 

公益社団法人三重県バス協会 

 

13 

 

公益財団法人三重県生活衛生営業指導センター 

 

14 

 

公益社団法人三重断酒新生会 

 

15 

 

三重県小売酒販組合連合会 

  ※番号１のくらし・交通安全課は、所属名を変更しています。 

（平成 28年４月１日付 組織改正 旧所属名は、交通安全・消費生活課） 
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